
■裁判員候補者名簿とは
　　市区町村の選挙管理委員会が
選挙人名簿からくじで無作為に
抽出した名簿を基に、全国の地
方裁判所で作成される名簿で
す。
■通知について
　　裁判員候補者名簿に登録され
た方へ11月中旬に裁判所から
通知が送られます。通知は、裁判
員に選ばれる可能性があること
を伝えるもので、この段階で裁
判員候補者に選ばれたわけでは
ありません。
■問い合わせ先
　名古屋地方裁判所裁判員係
　052（203)8916
　※　詳しくは裁判員制度ホーム
ページ（http://www.saiban

　　in.courts.go.jp/）をご覧い
ただくか、各地の裁判所に問
い合わせください。

　日本国籍を有するものの、出生
の届け出がされていないことによ
り、戸籍に記載のない方は、戸籍謄
本などで身元を証明することがで
きないため、社会生活上さまざま
な不利益を被ることがあります。
　法務局では、戸籍に記載のない
方が適正な手続きで戸籍に記載さ
れるための相談を受け付けていま
す。
■相談窓口・問い合わせ先　

　名古屋法務局半田支局（総務課）
　(21)1095
　受付時間：午前8時30分～午後

5時15分（平日）
　※　詳しくは法務局ホームペー
ジ（http://houmukyoku.m

　　oj.go.jp/nagoya/page00
　　0490.html）

　ひきこもりについての正しい知
識や本人へのより良い対応につい
て一緒に学びませんか。
■日　時　11月29日（木）
　午後2時～午後4時
■内　容
　▽　講演
　「ひきこもる人への理解と支援」
と座談会
　▽　講師
　心療クリニック・パティオちた
　水野信義院長
■対　象　半田保健所管内在住の
ひきこもりの方を支える家族
■場　所　半田保健所（半田市出
口町1-45-4）
■申込期限　11月22日（木）

■申し込み・問い合わせ先
　電話で申し込みください。
　半田保健所健康支援課こころの
健康推進グループ
　（21）3341

　平成31年4月に供用開始する新
ごみ処理施設の愛称が「エコリ」に
決定しました。
■愛称（最優秀賞）
　「エコリ」武石英翔さん（大府市）
■愛称の意味　新しい施設が環境
に配慮していることを「エコ」と置
き換えて、再利用のリユースとご
みのリサイクルの最初の文字の
「リ」を合わせたもの。
■優秀賞（2点）
　▽　「エコ・クリーン」加藤彩来さ
ん（大府市）

　▽　「クリナス」森谷幸子さん（東
浦町）

　組合構成市町の皆さんから総数
155点の応募がありました。
■問い合わせ先　
　東部知多衛生組合
　0562（46）8855

ひきこもり家族教室の案内

ごみ処理場新愛称決定

「裁判員候補者名簿」に記載
された方へ通知が届きます

無戸籍者解消のた
めの相談窓口

　東部知多衛生組合クリーンセンターへごみを直接持ち込む場合の使用料
を平成31年4月1日より下表のとおり改定します。
　今回の料金改定は、ごみの減量化と資源化の促進、処理原価に見合った適
切な受益者負担と他自治体との料金水準を考慮し、ランニングコストに基づ
いて算定しました。
※　住んでいる地域の分別収集などを利用していただき、ごみの減量、再資
源化に積極的に取り組んでください。

《使用料改定表》

※　計量した重量が10キログラム未満のときは、10キログラムとして計算す
る。
■問い合わせ先　東部知多衛生組合　0562(46)8855

東部知多衛生組合クリーンセンター使用料を改定

区　分 現行使用料 改定後使用料
（平成31年4月1日～）

家庭系一般廃棄物 10キログラムまでごとに
100円 10キログラムまでごとに

200円
事業系一般廃棄物 10キログラムまでごとに

150円
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